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１【提出理由】

当社は、2022年６月22日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年６月22日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類　金銭

ロ　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社株式１株につき金10円　　総額533,839,300円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月23日

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第７０号)附則第１条ただし書きに規定する改正規

定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を

変更するものであります。

第３号議案　取締役１２名選任の件

堀内光一郎、尾崎　護、佐藤美樹、長岡　勤、大原慶子、清水　博、米山好映、鈴木　薫、野田博

喜、山田美之、天野克宏、雨宮正雄を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役２名選任の件

廣瀬昌訓、相川三七男を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

櫻井喜久司を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対、及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

(注４)

第１号議案
剰余金の処分の件

491,701 87 0 (注)１ 可決 99.21

第２号議案
定款一部変更の件

491,679 109 0 (注)２ 可決 99.21

第３号議案
取締役12名選任の件

   

(注)３

  

堀内　光一郎 486,901 4,886 0 可決 98.25

尾崎　　護 422,097 69,691 0 可決 85.17

佐藤　美樹 463,452 28,336 0 可決 93.51

長岡　　勤 489,111 2,677 0 可決 98.69

大原　慶子 491,079 709 0 可決 99.09

清水　　博 463,710 28,078 0 可決 93.57

米山　好映 463,992 27,796 0 可決 93.62

鈴木　　薫 490,678 1,110 0 可決 99.01

野田　博喜 491,007 781 0 可決 99.07

山田　美之 491,014 774 0 可決 99.08

天野　克宏 491,019 769 0 可決 99.08

雨宮　正雄 491,019 769 0 可決 99.08

第４号議案
監査役２名選任の件

   

(注)３

  

廣瀬　昌訓 489,462 2,307 18 可決 98.76

相川　三七男 489,468 2,301 18 可決 98.76

第５号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
(注)３

  

櫻井　喜久司 491,645 143 0 可決 99.20
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

４．本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は、495,568個であり、賛成割合は出席し

た株主の議決権数に対する割合です。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、

決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議

決権数は加算しておりません。

　 　　以　　上
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